
 

四国旅客鉄道株式会社に対する業務監査の実施結果 

項  目 主 な 取 組 み 状 況 等 所         見 

１．運賃に関する事項 

（１）関係法令、通達に基づく諸手続等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡運輸、乗継割引、企画乗車券関係 

 ① 連絡運輸 

 

 

・四国旅客鉄道株式会社(以下「ＪＲ四国」と

いう。)においては、「四国フリーきっぷ」

などの割引運賃、料金の設定に伴う届出を

行っている。 

 

・鉄道運輸規程第４条に基づく運賃表、旅客

営業規則の備え付けについては、旅客営業

規則を最新のものとすべきところ現地監査

を行った駅の一部において更新されていな

かった。鉄道運輸規程第１２条に基づく券

面表示（適用区間、適用期間、運賃額、発

行の日付）については、自動券売機の設定

ミスによる誤表示等が発生したことから、

自動券売機の検査時等における点検確認表

によるチェックを行うなどの対策を行って

いる。 

    

 

・連絡運輸については直通運転を行ってい

る土佐くろしお鉄道、阿佐海岸鉄道のほ

 

・関係法令、通達に基づき適正に処理されて

いる。 

 

 

 

・今後、券面の誤表示等の再発防止に向けた

更なる対応が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

② 乗継割引 

 

 

 

 

③ 企画乗車券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か計 10 社間で実施されている。連絡運

輸の範囲については旅客の利用実態等

を勘案して設定されている。 

 

・乗継割引については、ＪＲ四国と連絡会社

との境界駅からそれぞれの隣の駅までの距

離が長いことや、初乗り区間等同士の利用

も少ないため実施していない。 

 

・企画乗車券については、ビジネス利用等

の利用促進を図るため、高松と松山、ま

たは高知などの間で「トク割回数券」を

設定しているほか、観光地の周遊に適し

た「四国フリーきっぷ」等の割引乗車券

を設定している。 

 

・ＪＲ西日本等他鉄道事業者と協同して、大

阪や東京方面等に割引乗車券を設定してい

る。 

 

・ＪＲ四国では、現在、単独では外国人旅客

のみを対象とした企画乗車券の設定はして

いないが、ＪＲグループ共同で、「ジャパ

ン・レール・パス」を設定している。 

 

・企画商品の旅客への案内については、チ

ラシ、ポスター、ホームページ等により

行っている。企画商品の案内について

は、表示内容と実際の効力に差があるケ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も利用者利便の向上、需要の喚起に資

する商品の提供が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国人観光旅客の利用が見込まれる企画乗

車券等について、外国語のパンフレットを

用意するなど、外国人観光旅客の需要喚起、

利便性向上に向けた取り組みが期待され

る。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

④ ＩＣカードシステムの活用 

 

 

 

 

（３）駅務機器類 

① 駅務機器の設置基準等 

 

 

 

 

 

 

② 駅務機器類等故障時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

ースや、表示により当該商品が著しく有

利であると旅客に誤認を与えるケース

等の防止のため、複数人または複数の課

で連携してチェックを行っているほか、

各駅等においてポスター等を作成する

場合には、本社で内容確認を行う等、正

しい商品内容の案内に努めている。 

 

・ＩＣカード式乗車券については、利用人員

（管内乗降人員５千人以上の駅は７駅）と

導入費用等を考慮した結果、導入は困難と

の結論に至っているとのことである。 

 

 

・自動券売機は、全２５９駅中１３４駅に設

置されており、自動改札機は、高松駅及び

高知駅に設置されている。自動券売機等の

駅務機器類については、各駅の乗車人員、

取扱収入等を勘案し設置台数を決定してい

る。 

 

・駅務機器類のトラブルが発生した場合、自

動券売機及び自動改札機については、各駅

から機器保守会社に連絡して対応する体制

となっている。なお、無人駅や駅員が配置

されていない時間帯のトラブルについて

は、自動的に管理駅及び機器保守会社に故

障情報が伝達されることとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）運賃・料金の誤表示・誤収受関係 

① 誤収受等の発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

② 再発防止対策 

 

 

 

 

 

 

 

・ＪＲ四国においては、最近の３カ年で自動

券売機等により発売した乗車券の誤表示に

関するものが８件、自動券売機及びきっぷ

発券端末（以下「マルス」という。）の設定

ミスによる誤収受等が３件、釣り銭の誤装

填による誤収受が１件の計１２件の誤収受

等が発生している。 

 

・更に、ＪＲ四国がこれらの誤表示等の発生

を受けて平成２０年８月までに総点検を行

ったところ、駅の運賃・料金表の誤表示が

１１件、自動券売機で発券する乗車券の誤

表示３件等の誤表示等が発見されたとのこ

とである。 

 

・ＪＲ四国では誤表示及び誤収受につい

て、過払いのあった利用者に対しては、

駅掲示板の案内等により、申告を確認し

たうえで返金する措置を講じている。 

 

・ＪＲ四国では、これらの誤表示及び誤収受

に対して、以下のような対策を講じている。

自動券売機等により、発売した乗車券

の誤表示については、定期検査等を行う

ことや車内補充券発行機の交換の際に

は、駅において営業開始前に発行日付の

確認等を行うこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防止対策が引き続き確実に実行されること

が求められると共に、担当者が常に手順等

を確認できるよう各対策をマニュアルとし

てまとめる等の更なる再発防止対策の検討

が求められる。 

 

・運賃・料金の正確な収受は、運賃制度を適



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）その他 

① 偽造紙幣等に対する対応 

 

 

 

 

② 無料乗車証の取扱について 

 

 

 

 

マルスシステム等の設定については、

システム改修の際の乗車券の発行試験を

行うこととしており、また、営業部門と

マルスシステムの管理部門の間の業務指

示・確認のための作業指示書及び確認手

順書を作成すること等としている。 

釣り銭の誤装填については、釣り銭カ

セットに金額シールを貼ることや複数の

金種の釣り銭カセットを同時に取り外さ

ないこと、複数の駅員がいる駅では硬貨

補充後に補充作業を行った職員とは別の

職員による硬貨装填の確認等を行うこと

としている。 

 

 

・ＪＲ四国では、偽造紙幣が発見された場合

の対応は「現金事故等処理取扱準則」に定

めている連絡体制により、社内関係部所、

警察署等に連絡する体制となっている。 

 

・ＪＲ四国では、無料乗車証として部内用乗

車券、部外用乗車券、社用指定引換券、自

由席特急券代用証及び業務証明書を業務上

必要な場合に交付している。不正使用等は

これまで発生していないとのことである。 

 

正に運用するための基本的事項であるた

め、今後も運賃の誤収受等が発生しないよ

うに十分な取り組みが望まれる。 

 

 

 

２．情報提供に関する事項 ・ＪＲ四国では、ホームページにおいて事業 ・今後とも、利用者に対する各種情報の提供



 計画、財務等に関する情報、運賃・料金に

関する情報、安全・サービスに関する情報

として、列車ダイヤ、列車運行情報、主要

駅の構内図、主要駅のエレベーター、エス

カレーター及び多機能トイレ等のバリアフ

リーに関する情報等の情報提供を行ってい

る。 

 

・社外向け広報誌（「ＪＲ四国ニュース」）や、

駅・車両内掲出のポスター等においても情

報提供を行っている。 

 

を積極的に行うことが期待される。 

 

３．案内情報（旅客案内）に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＪＲ四国では、「公共交通移動円滑化ガイ

ドライン」に準拠した「ＪＲ四国サインマ

ニュアル」を平成１７年３月に策定してお

り、当該マニュアルに基づき、わかりやす

さに配慮した利用者目線の案内表示に対す

る取り組みを行っている。 

 

・なお、現時点でこのマニュアルに沿った案

内サインを整備している駅は、マニュアル

策定後に新設または改良の行われた一部の

駅のみであり、その他の駅については、駅

の改良工事に併せて整備を進めることとし

ており、具体的な整備計画はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後、これらの未整備駅における計画的な

整備の検討が望まれる。 

 

４．バリアフリー対策に関する事項   



（１）バリアフリー設備の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ハンドル形電動車いすなどへの対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ソフト面での対応 

 

・ＪＲ四国においては、平成２０年度末現在

で総駅数２５９駅のうち３６駅で段差を解

消している。このうちバリアフリー法に基

づく基本方針で定めている１日あたりの平

均利用者が５千人以上の駅については、平

成２１年３月の今治駅バリアフリー化工事

完成をもって、対象となる７駅全てで、移

動円滑化基準に適合した設備による段差解

消、及び障害者対応型トイレの整備が完了

している（整備率１００％）。 

 

 

・車両のバリアフリー化については、平成２

０年度末時点で総車両数４３４両のうち４

７両（整備率１１％）が移動円滑化基準に

適合している。 

 

・ハンドル形電動車いすについては、現在９

駅で利用が可能となっており、交通エコロ

ジー・モビリティ財団の「らくらくおでか

けネット」において情報提供がなされてい

る。また、車両に関しては、回転移動幅が

確保できる車両のみ利用可能としているた

め、デッキがついた車両等では乗車できな

い。 

 

・ＪＲ四国では、高齢者・障害者等の対応マ

・１日の平均利用者が５千人以上の駅におけ

る整備については、これまでの取り組みが

評価できる。 

 

・今後において、基本方針では５千人未満の

駅についても、地域の実情にかんがみて移

動円滑化を可能な限り実施することとして

いることから、段差の解消や誘導ブロック

の設置など、地元自治体の協力を得つつ、

今後もさらなる取り組みを推進することが

望まれる。 

 

・鉄軌道全体の平均値（４１％）を下回って

いる状況であり、引き続き取り組みを進め

ることが求められる。 

 

 

・現在のところ利用実績はほとんど無いとの

ことであるが、今後全国的にバリアフリー

施設の整備が進むことに伴い利用の拡大も

考えられることから、駅や車両の整備が行

われる際に、これら車いすの利用も可能に

なるように検討を図るとともに、利用者へ

の一層の情報提供の充実が望まれる。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュアル（「体が不自由なお客様へのサー

ビスについて」）を作成し、各職場に配布

している。 

 

・移動制約者に対するサービス向上策として、

駅係員のサービス介助士資格取得の取り組

みを進めており、平成１６年度より毎年約

２０名が資格を取得し、平成２１年９月現

在で８２名が各駅に配置されるとともに、

資格取得者による職場内教育を展開してい

る。 

 

・ＪＲ四国においては、無人駅が数多く存在

することから、これらの駅における車いす

等の介助については、利用者からの事前連

絡を受けて要員を確保するといった対応を

行っている。 

 

 

 

 

 

・サービス介助士資格取得について、積極的

な取り組みが評価できる。 

 

 

 

 

 

 

・バリアフリー化施設の整備に伴い、高齢者、

障害者等の外出機会が増える中で、駅係員

の介助といったソフト面対応の重要性はさ

らに増しており、引き続きこれらバリアフ

リー化に関するソフト面の取り組みを推進

することが期待される。 

 

５．外国人観光旅客等への対応に関する事項 

 

 

 

 

・ＪＲ四国では、外国人観光客をはじめとし

たすべての旅行者に対する利便性向上策と

して、ＪＲグループでは初めて平成１７年

度より管内全駅で駅ナンバリングを導入し

ている。また、平成１９年度に駅施設の大

規模改良が行われた高知駅では、英語版の

画面に切り替え可能な自動券売機を導入す

るといった取り組みも行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

・大部分の駅では、みどりの窓口で掲示して

いる長距離区間の運賃表については英語表

記があるが、自動券売機やその上部に設置

している運賃表には英語表記がなされてい

ない。また、駅におけるＬＥＤ式情報提供

装置も日本語のみである。 

 

 

 

・現在のところ、外国人観光客に対応するた

めの社内マニュアルの作成や職員研修は実

施されておらず、パンフレットやホームペ

ージにおける外国語での情報提供も行われ

ていない。 

 

 

・ＪＲ四国は、「外国人観光旅客の旅行の容

易化等の促進による国際観光の振興に関す

る法律」に基づく、外国人観光客が公共交

通機関を円滑に利用するための措置を講ず

べき区間に、主要路線の大部分が指定され

ている観点からも、今後計画的に外国人旅

客に対する案内表示の充実を図っていくこ

とが求められる。 

 

・ＪＲ四国においては、平成２１年７月に設

立された「四国ツーリズム創造機構」の主

要会員として、国内外からの観光客誘致に

積極的に取り組む方針を示しており、今後

の観光産業振興を図る観点から、鉄道の活

性化をより一層促進する役割が期待される

ところである。 

 

・また、これらの活動を通して、外国人旅行

者対応に関する取り組みについても、地元

自治体と協力の上、積極的に検討すること

が望まれる。 

 

６．乗継円滑化措置に関する事項 

（１）相互直通運転の実施状況等 

 

 

 

・ＪＲ四国は、瀬戸大橋線においてＪＲ西日

本と、土讃線において土佐くろしお鉄道中

村線、宿毛線、阿佐線とそれぞれ直通運転

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ダイヤ調整 

 

 

 

 

 

を実施している。（なお、阿佐海岸鉄道と

の直通運転については、２１年１２月１日

より再開している。） 

 

・また、自社線内の坂出駅と宇多津駅におい

て、瀬戸大橋線と予讃線・土讃線、多度津

駅において予讃線と土讃線、高松駅におい

て予讃線と高徳線、北宇和島駅、宇和島駅

において予讃線と予土線、窪川駅において

土讃線と予土線、阿波池田駅、佃駅におい

て土讃線と徳島線、池谷駅、勝瑞駅におい

て高徳線と鳴門線、徳島駅において高徳線

と牟岐線、徳島駅、佐古駅において高徳線

と徳島線のそれぞれの列車が、乗り換え可

能となっている。 

 

・ＪＲ四国では、ダイヤ改正に当たり、直通

運転を行っているＪＲ西日本及び土佐くろ

しお鉄道と、牟岐線海部駅で接続している

阿佐海岸鉄道と連絡調整会議を開催して、

可能な範囲で利用者がスムーズに乗り換え

等が図られるよう調整を行っている。 

 

・自社線内における異なる路線（瀬戸大橋線、

予讃線、土讃線、高徳線、鳴門線、牟岐線、

徳島線、予土線）間でもダイヤ改正の時期

などを捉え、ダイヤ調整を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・なお、ＪＲ四国では定例的に年 1 回、急行

列車利用状況調査及び乗降・乗り換え人員

調査による実態調査や利用者からの要望を

勘案し、ダイヤ調整を図っているところで

ある。 

 

・引き続き、これらの取り組みなどにより、

更なる利用者利便の向上が期待される。 

 

７．輸送障害時の旅客対応に関する事項 

 （１）輸送障害等発生時の体制等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用者への情報提供等 

 

・ＪＲ四国においては、列車の運行等に関す

る情報を輸送指令が一元的に管理し、各現

場に指示することとしており、輸送障害が

発生した際には、輸送指令内の旅客対応に

関する担当者（以下「旅客指令」という。）

から、専用電話、専用ＦＡＸにより各種情

報が流れる体制を整備しており、それに基

づいて旅客案内等の対応を行っている。 

 

・輸送障害発生時における乗客及び駅におけ

る利用者への対応、事故等の情報提供の方

法等についてとりまとめた異常時旅客対応

マニュアル（乗務員編、駅係員編）等を整

備している。 

 

 

 

 

 

・ＪＲ四国では、輸送障害発生時の情報提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今回の現地監査において、マニュアルが異

常時に駅員全員がすぐに対応できるような

場所に配置されておらず、マニュアルが有

効活用されにくいと推測される。 

 

・マニュアルに基づく異常時旅客対応の実施

について、各現場での点呼や業務研究会等

において、周知徹底を図る等改善を行うこ

とが求められる。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、列車の運休、遅れ等が発生している各

駅等において、放送、掲示等により旅客に

対して行っているところであり、また、無

人駅については、旅客指令が案内放送文を

入力し、遠隔操作による一斉案内放送によ

り情報提供を行っている。 

 

・情報提供のタイミングとしては、基本的に

５分を目途に構内放送を行うとしている

が、ＬＥＤ表示による情報提供については

できる限り速やかに行うこととしている。 

 

・自社ホームページでは、輸送障害の概要や

運行状況、振替輸送の実施等について情報

提供を行っている。なお、運行再開見込み

情報についてはその見込みどおりにならな

い場合もあるため、その時々の判断により

適宜情報提供している。 

 

・他社線で発生した輸送障害の情報提供につ

いては、ＪＲ西日本、土佐くろしお鉄道、

阿佐海岸鉄道で発生した輸送障害が自社線

に影響を及ぼす場合について、情報提供を

行っている。 

 

・各駅における運行情報提供は、告知板やお

知らせ案内用紙にて行うと共に、管内１６

駅（高松、坂出、宇多津、丸亀、多度津、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＬＥＤ表示操作マニュアルにおいて、情報

提供の掲載文事例はなく、実際の掲出文作

りなどは各現場任せになっており、適時適



 

 

 

 

 

（３）遅延証明 

 

 

 

（４）輸送障害等に対応した教育・訓練 

 

観音寺、新居浜、今治、松山、宇和島、志

度、徳島、阿南、琴平、後免、高知）にお

いてはＬＥＤ式情報提供装置により情報が

提供されている。 

 

・遅延証明については、旅客からの申し出に

より、駅（無人駅等では列車乗務員が対応）

において証明している。 

 

・ＪＲ四国では、年１回、本社、現場、グル

ープ会社、四国運輸局、警察、消防、土佐

くろしお鉄道等の鉄道事業者も加わり、列

車事故が発生したとの想定のもと、事故発

生直後の乗務員による併発事故の防止、関

係箇所への情報伝達や利用者の救護、脱線

車両の復旧等を内容とした「総合事故対策

訓練」や、本社、現場、地元自治体等によ

る「地震・津波防災訓練」を実施している。

 

・輸送障害等に対応した職員研修としては、

本社、現場、グループ会社が出席した「輸

送障害防止会議」の開催、異常時訓練会、

信号係員研修を実施している他、管理駅単

位において異常時訓練会を実施していると

ころである。 

 

切な情報提供の観点から、今後のＬＥＤの

有効活用に努めていいただき、更なる旅客

サービスの向上の検討が望まれる。 

 

 

・今後はホームページ上での証明書発行の検

討が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも輸送障害発生時に的確な即応体制

が行えるよう、引き続き計画的に教育・訓

練を実施することが望まれる。 

 

８．災害対応等危機管理に関する事項 ・災害等については、「重大事故発生時の対 ・今後とも輸送障害発生時に的確な即応体制



応マニュアル」、「異常時旅客対応マニュ

アル」等を整備し、対応している。 

 

・訓練及び研修については、７．（４）のと

おりであり、計画的に行われている。 

 

が行えるよう、引き続き計画的に教育・訓

練を実施することが望まれる。 

 

９．利用者からの意見等に関する事項 

（１）利用者からの問い合わせについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）意見・要望等の幹部・現場社員への周

知について 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＪＲ四国においては、駅長が配置されてい

る３１駅において、駅改札口などの旅客の

目に付きやすい場所に利用者からの意

見・要望を受け付ける「ふれあいボックス」

を設置している。 

 

・また、上記以外にホームページにおける「各

種お問い合わせ」へのＥメール意見投稿や、

手紙・電話、各現場で直接社員が受けたも

の等がある。 

 

・平成１８～２０年度に寄せられた意見等の

内容は、①きっぷや営業制度に係る営業企

画に関するもの、②ダイヤや車両編成に係

る運輸・輸送に関するもの、③社員の接遇

に関するものが上位の 3 つを占めていると

ころである。 

・なお、ＪＲ四国ではこの寄せられた意見等

について、毎月第 3 火曜日に開催するサー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ビス推進委員会（委員長：本社鉄道事業本

部長）にて 1 ヶ月間に寄せられた意見・要

望等について審議している。 

 

・審議を終えた意見等についての回答は、社

長に内容を説明後、利用者に回答している。

また、それと合わせて回答内容を電子掲示

板に掲載し社内に周知を図っている。 

 

・また、「ふれあいボックス」に投函され

た意見・要望等については、社としての

回答を「ふれあいボックス」を設置した

駅の掲示板に張り出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者からの意見・要望等の取り扱いにつ

いての真摯な対応は評価できるものであ

り、今後とも、サービスの向上に取り組ん

でいくことが望まれる。 

 

１０．駅員の接遇等に関する事項 

（１）移動制約者対応への教育 

 

 

（２）駅職員の研修等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・移動制約者対応の教育については、４（３）

のとおり積極的に取り組まれている。 

 

・上記以外に、駅長クラス、助役クラス、一

般社員クラス別に分けてサービスに係る研

修の実施やＡＥＤ（自動体外除細動装置）

等を使った応急救護研修など種々の研修を

実施している。 

 

・契約社員の研修については、業務研究会や、

部外講師を招いての集合研修などを行って

いる。 

 

 

 

 

・今後とも、引き続き、駅係員の一層の資質

の向上を図るための取り組みを推進するこ

とが望まれる。 

 

 

 

 

 

 



 

（３）駅業務の委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）暴力行為への対応・迷惑行為等への対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）駅係員の出務遅延に対する改善策等 

 

 

・ＪＲ四国２５９駅のうち、駅業務を委託し

ている駅は、駅係員配置の８０駅及び無人

駅１４３駅(うち臨時駅２駅)を除いた３６

駅となっている。 

 

・サービス低下を避けるため、必要に応じ「ふ

れあいボックス」等からの利用者の意見・

要望を直接委託会社に伝え、改善指導をし

ているところである。 

 

・平成２０年度における暴力・迷惑行為の発

生件数について、駅員等が乗客から受けた

暴力行為は２件、また痴漢・わいせつ行為

に関するものは４件となっている。 

 

・ＪＲ四国は、平成２０年度に警察と連携し

た「列車内事件発生時の初動対応訓練」を

実施し、この成果を踏まえて、関係各所に

鉄道事業本部長名で列車内で暴力行為が発

生した場合の具体的方策を指示している。 

 

・四国各県の警察本部とも定期的に連絡協議

会を開催し、情報提供や意見交換を行う等

意思疎通を図っている。 

 

・ＪＲ四国における駅係員の出務遅延は、平

成１９年度２０件（社員１４件、契約社員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後とも、警察との連携強化を図るととも

に、暴力等迷惑行為の防止等の啓蒙活動に

努めることが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６件）、２０年度２１件（社員８件、契約社

員１３件）、２１年度（２１年度は８月８日

まで）８件（社員６件、契約社員２件）発

生している。また、同じ駅が同一年度内に、

或いは年度別に複数回発生している状況で

ある。 

 

 

 

 

 

 

  

・この出務遅延の主な原因は、社員或いは契

約社員の寝過ごしが主なものとのことであ

る。 

 

 

 

  

・このような事態を踏まえ、ＪＲ四国として

は、各現場に対し再三注意指導を行う一方、

厳重な出務の状況確認を行うといった出務

遅延防止対策を講じた。 

・平成２１年度も既に８件の出務遅延が発生

していることから、出務遅延防止対策の更

なる見直し等、出務遅延を根絶する徹底し

た対応が必要である。 

 

１１．その他サービスに関する事項   

（１）携帯電話、優先席関係 ・携帯電話については、デッキのある車両で

はデッキ以外通話不可、デッキのない車両

では全面通話不可としている。また、携帯

電話及び優先席の取扱案内については、車

内ステッカーの貼付とともに、車内案内放

送を適宜実施し協力依頼と啓発活動を行っ

ている。 

・「鉄道マナーアップキャンペーン」の一環と

して、地域の高校生の参加を得て、優先座

席等に対する協力依頼チラシを配布すると

いった活動も実施しており評価できる。 

 

 

 

  

  

  

   

（２）健康増進法への対応（受動喫煙防止対

策） 

・駅構内はホーム上の喫煙スペース（基本的

にホーム端）以外禁煙、また列車内は一部

・ホーム上の喫煙スペースは仕切りがなく、

煙が容易に禁煙区域に流れ込む状態にある



 

 

 

 

 

 

（３）ベビーカー対応 

 

 

 

 

 

（４）女性専用車両 

 

 

 

 

 

 

列車に設けられた喫煙ルーム以外全面禁煙

とする分煙措置をとっているほか、禁煙ス

テッカー貼付や車内案内放送の実施により

周知を図っている。 

 

・乳幼児を乗せたベビーカーの取扱いについ

ては、他の利用者の迷惑にならないことを

前提に折りたたまず乗車を認めている。な

お、利用者からの要請があれば駅係員が搬

送の補助を行っている。 

 

・女性専用車両については、通学利用の多い

一部路線で要望を受けることはあるもの

の、車両編成数が少なく、また、乗車率自

体もそれほど高くはないことから、現在の

ところ導入計画はない。なお、高松～松山

間の特急列車いしづち号の指定席には８席

の「女性専用席」を設けている。 

 

駅が多いことから、健康増進法の趣旨に鑑

み、さらなる分煙への取り組みが期待され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


